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(57)【要約】
【課題】読み取った複数の画像中に、送信対象か否かが
異なる画像が混在していても、送信対象となる画像だけ
を選別して送信先へ送信可能な画像処理装置を提供する
こと。
【解決手段】ＭＦＰは、あらかじめ取り決められた判別
条件に基づいて、その判別条件を満たす画像データであ
るか否かを判断し、判別条件を満たす画像データである
場合は、判別条件に対応付けられた送信方式がＦＡＸ、
電子メール、ファイル転送のいずれであるのかを判定す
る（Ｓ３２０，Ｓ３３５，Ｓ３５０）。そして、送信方
式がＦＡＸであれば、画像データをＦＡＸ送信用に変換
し（Ｓ３２５～Ｓ３３０）、送信方式が電子メールであ
れば、画像データを電子ペールの添付ファイルに変換し
（Ｓ３４０～Ｓ３４５）、送信方式がファイル転送であ
れば、画像データをファイルに変換する（Ｓ３５５～Ｓ
３６０）。そして、これらを判別条件に対応付けられた
送信先へと送信する。
【選択図】図６



(2) JP 2010-15374 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読取対象から画像データを読み取る読取手段と、
　前記読取手段によって読み取られた複数の画像データそれぞれについて、あらかじめ取
り決められた判別条件を満たすか否かを判定する判定手段と、
　前記複数の画像データの中から、前記判定手段によって前記判別条件を満たすと判定さ
れた画像データを選んで、前記判別条件に対応付けてあらかじめ取り決めてある送信先へ
送信する送信手段と
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、前記読取手段によって読み取られた複数の画像データそれぞれについ
て、あらかじめ取り決められた複数の前記判別条件のいずれかを満たすか否かを判定して
おり、
　前記判定手段が複数の前記判別条件のいずれかを満たすと判定した場合に、複数の前記
判別条件それぞれに対応付けてあらかじめ取り決めてある複数の前記送信先の中から、前
記判定手段によって満たすと判定された前記判別条件に対応付けられた送信先を選定する
送信先選定手段
　を備え、
　前記送信手段は、前記送信先選定手段によって選定された送信先へ、判定対象となった
画像データを送信する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記読取手段によって読み取られた複数の画像データの内、２以上の画像データについ
て、同一の送信先が前記送信先選定手段によって選定された場合に、前記送信手段は、前
記２以上の画像データを、一括して送信する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記判別条件は、複数の項目から構成されるものであり、
　前記判定手段は、前記複数の項目のいずれか１つ、または全てを満たす場合に、前記判
別条件を満たすと判定する
　ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記判別条件を構成する前記項目は、画像の種別や特定の文字を示す情報であり、
　前記判定手段は、前記読取手段によって読み取られた画像データをパターン認識し、認
識されたパターンが前記画像の種別や特定の文字を示す情報と一致するか否かを判断する
ことによって、前記判別条件を満たすか否かを判断する
　ことを特徴とする請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記判定手段によって前記判別条件を満たすと判断され、かつ、その判別条件に対応付
けて前記画像データの切り出し範囲があらかじめ取り決められている場合に、前記画像デ
ータ全体の中から、前記切り出し範囲に該当する部分を切り出して、当該切り出された前
記画像データを、前記送信先へ送信する
　ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記判定手段によって前記判別条件を満たさないと判定された場合に、当該判定対象と
なった画像データについては、前記送信手段による送信を行わず、印刷手段で印刷または
記憶手段に記憶させる
　ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記判定手段によって前記判別条件を満たさないと判定された場合に、当該判定対象と
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なった画像データについては、前記送信手段による送信を行わず、画像データを破棄する
　ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれかに画像処理装置。
【請求項９】
　前記判別条件を満たす場合であっても、利用者からの送信先の変更を受け付ける送信先
変更手段を備え、
　前記送信先変更手段によって送信先の変更を受け付けた場合に、前記送信手段は、変更
された送信先に画像データを送信する
　ことを特徴とする請求項１～請求項８のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記判別条件を満たさない場合に、利用者からの送信先の入力を受け付ける送信先入力
手段を備え、
　前記送信先入力手段によって送信先の入力を受け付けた場合に、前記送信手段は、入力
された送信先に画像データを送信する
　ことを特徴とする請求項１～請求項９のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記送信手段は、複数の送信方式で画像データを送信可能であり、その送信方式に応じ
て、画像データの符号化、圧縮、または添付ファイル化を行う
　ことを特徴とする請求項１～請求項１０のいずれかに記載の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、読取対象物から読み取った画像を、所定の送信先へ送信する画像処理装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、読取対象物から読み取った画像を、所定の送信先へ送信する画像処理装置が知ら
れている。また、この種の画像処理装置において、読み取った画像中に所定の文字列が含
まれていることを文字認識機能によって認識した場合に、その画像を事前に取り決めてあ
るメールアドレス宛に送信する技術も、既に提案されている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－３３４０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の技術は、複数ページある読取対象物の各ページ
から読み取られた複数の画像すべてを、あらかじめ取り決められたメールアドレス宛に送
信する技術となっていた。
【０００４】
　そのため、読み取られた複数の画像の中に、送信対象としたい画像と送信対象にしたく
ない画像が混在していたとしても、送信対象にしたくない画像を送信することなく、送信
対象としたい画像だけを選別して送信する、といったことはできなかった。
【０００５】
　したがって、送信対象としたい画像だけを送信するには、例えば、複数の画像を読み取
る前の段階で、必要な画像だけが読み取られるように、利用者が読取対象物を整理した上
で画像を読み取らせる、といった面倒な作業が必要であった。
【０００６】
　あるいは、複数の画像を読み取った後、画像を送信する前の段階で、読み取った画像の
編集作業を利用者が行って不要な画像を削除する、といった方法もあるが、やはり、利用
者にとっては面倒な作業が必要であった。
【０００７】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、その目的は、読み取った複
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数の画像中に、送信対象か否かが異なる画像が混在していても、送信対象となる画像だけ
を選別して送信先へ送信可能な画像処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、本発明において採用した構成について説明する。
　請求項１に記載の画像処理装置は、読取対象から画像データを読み取る読取手段と、前
記読取手段によって読み取られた複数の画像データそれぞれについて、あらかじめ取り決
められた判別条件を満たすか否かを判定する判定手段と、前記複数の画像データの中から
、前記判定手段によって前記判別条件を満たすと判定された画像データを選んで、前記判
別条件に対応付けてあらかじめ取り決めてある送信先へ送信する送信手段とを備えること
を特徴とする。
【０００９】
　この画像処理装置においては、読取手段で読み取った複数の画像データの中から、判別
条件を満たす画像データが選ばれ、選ばれた画像データが、判別条件に対応付けてあらか
じめ取り決めてある送信先へと送信される。そのため、判別条件を満たす画像データと判
別条件を満たさない画像データが複数の画像データの中に混在している場合、判別条件を
満たさない画像データについては送信先へ送信されず、判別条件を満たす画像データだけ
が、送信先へ送信されることになる。
【００１０】
　したがって、このような画像処理装置によれば、読取手段で読み取った複数の画像デー
タ全部を送信先へ送信してしまう従来技術とは異なり、適切な判別条件を事前に設定して
おくことで、所期の画像データだけを抜粋して送信先へ送信することができる。
【００１１】
　また、判別条件を満たさない画像データは送信されないので、画像データの読み取りを
行う前、あるいは、画像データの送信を行う前に、送信対象としたくない画像を除去する
作業を利用者が実施しなくても済む。
【００１２】
　次に、請求項２に記載の画像処理装置は、請求項１に記載の画像処理装置において、前
記判定手段は、前記読取手段によって読み取られた複数の画像データそれぞれについて、
あらかじめ取り決められた複数の前記判別条件のいずれかを満たすか否かを判定しており
、前記判定手段が複数の前記判別条件のいずれかを満たすと判定した場合に、複数の前記
判別条件それぞれに対応付けてあらかじめ取り決めてある複数の前記送信先の中から、前
記判定手段によって満たすと判定された前記判別条件に対応付けられた送信先を選定する
送信先選定手段を備え、前記送信手段は、前記送信先選定手段によって選定された送信先
へ、判定対象となった画像データを送信することを特徴とする。
【００１３】
　この画像処理装置においては、複数の判別条件それぞれに対応付けてあらかじめ取り決
めてある複数の送信先の中から、満たすと判定された判別条件に対応付けられた送信先が
選定され、その選定された送信先へ、判定対象となった画像データが送信される。そのた
め、複数の判別条件それぞれを満たす画像データを複数の画像データの中から抜粋できる
のはもちろんのこと、さらに、複数の判別条件それぞれに対応する送信先へ仕分けして送
信することができる。
【００１４】
　したがって、このような画像処理装置によれば、読取手段で読み取った複数の画像デー
タ全部を複数の送信先へ送信する従来技術とは異なり、送信先毎に異なる画像データを複
数の画像データの中から抜粋して、各送信先へ送信することも可能となる。
【００１５】
　次に、請求項３に記載の画像処理装置は、請求項１または請求項２に記載の画像処理装
置において、前記読取手段によって読み取られた複数の画像データの内、２以上の画像デ
ータについて、同一の送信先が前記送信先選定手段によって選定された場合に、前記送信
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手段は、前記２以上の画像データを、一括して送信することを特徴とする。
【００１６】
　このような画像処理装置によれば、同一送信先と判定された２以上の画像データが一括
して送信される。したがって、複数の画像データそれぞれの送信先を判定する毎に、各画
像データを送信する場合に比べ、個々の送信先に対する通信回数を削減することができる
。
【００１７】
　次に、請求項４に記載の画像処理装置は、請求項１～請求項３のいずれかに記載の画像
処理装置において、前記判別条件は、複数の項目から構成されるものであり、前記判定手
段は、前記複数の項目のいずれか１つ、または全てを満たす場合に、前記判別条件を満た
すと判定することを特徴とする。
【００１８】
　このような画像処理装置によれば、判別条件の違いにより、複数の項目のいずれか１つ
を満たす場合に判別条件を満たすと判定したり、複数の項目の全てを満たす場合に判別条
件を満たすと判定したりすることができる。したがって、判別条件の違いに応じて、より
適切な判定を実施できる。
【００１９】
　次に、請求項５に記載の画像処理装置は、請求項４に記載の画像処理装置において、前
記判別条件を構成する前記項目は、画像の種別や特定の文字を示す情報であり、前記判定
手段は、前記読取手段によって読み取られた画像データをパターン認識し、認識されたパ
ターンが前記画像の種別や特定の文字を示す情報と一致するか否かを判断することによっ
て、前記判別条件を満たすか否かを判断することを特徴とする。
【００２０】
　このような画像処理装置によれば、認識された画像データ中のパターンが、あらかじめ
定められた種別の画像やあらかじめ定められた特定の文字である場合に、判別条件を満た
すと判断される。したがって、特定の種別と判断される画像や特定の文字を含む画像デー
タを、適切な送信先へ送信することができる。
【００２１】
　次に、請求項６に記載の画像処理装置は、請求項１～請求項５のいずれかに記載の画像
処理装置において、
　前記判定手段によって前記判別条件を満たすと判断され、かつ、その判別条件に対応付
けて前記画像データの切り出し範囲があらかじめ取り決められている場合に、前記画像デ
ータ全体の中から、前記切り出し範囲に該当する部分を切り出して、当該切り出された前
記画像データを、前記送信先へ送信する
　ことを特徴とする。
【００２２】
　このような画像処理装置によれば、読み取られた画像データ全体の中から、切り出し範
囲に該当する部分が切り出されて、切り出された画像データの一部が送信先へ送信される
。したがって、単に画像データ全体を送信するだけのものとは異なり、真に必要な一部分
だけを切り出して送信することができ、残りの不要な部分を送信先で削除するような手間
をかけなくても済む。また、不要な部分を送信しないことで、送信時の伝送効率を向上さ
せることもできる。
【００２３】
　次に、請求項７に記載の画像処理装置は、請求項１～請求項６のいずれかに記載の画像
処理装置において、前記判定手段によって前記判別条件を満たさないと判定された場合に
、当該判定対象となった画像データについては、前記送信手段による送信を行わず、印刷
手段で印刷または記憶手段に記憶させることを特徴とする。
【００２４】
　このような画像処理装置によれば、送信対象にならなかった画像データが存在する場合
には、その画像データが印刷物または記憶手段内の記憶内容として残されるので、そのよ
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うな画像データが存在したことを、送信完了後に容易に確認することができる。
【００２５】
　次に、請求項８に画像処理装置は、請求項１～請求項６のいずれかに画像処理装置にお
いて、前記判定手段によって前記判別条件を満たさないと判定された場合に、当該判定対
象となった画像データについては、前記送信手段による送信を行わず、画像データを破棄
することを特徴とする。
【００２６】
　このような画像処理装置によれば、送信対象にならない画像データは破棄されるので、
そのような画像データが存在したことを第三者に知られたくない場合に、そのような情報
をうっかり残してしまうことがなく、利用者が意図的に情報を消す必要がある装置に比べ
、機密情報などを容易に保護することができる。
【００２７】
　次に、請求項９に記載の画像処理装置は、請求項１～請求項８のいずれかに記載の画像
処理装置において、前記判別条件を満たす場合であっても、利用者からの送信先の変更を
受け付ける送信先変更手段を備え、前記送信先変更手段によって送信先の変更を受け付け
た場合に、前記送信手段は、変更された送信先に画像データを送信することを特徴とする
。
【００２８】
　このような画像処理装置によれば、利用者が送信先を変更したい場合には、任意に変更
指示を与えることができる。
　次に、請求項１０に記載の画像処理装置は、請求項１～請求項９のいずれかに記載の画
像処理装置において、前記判別条件を満たさない場合に、利用者からの送信先の入力を受
け付ける送信先入力手段を備え、前記送信先入力手段によって送信先の入力を受け付けた
場合に、前記送信手段は、入力された送信先に画像データを送信することを特徴とする。
【００２９】
　このような画像処理装置によれば、判別条件に基づいて送信先を設定することができな
かった場合には、利用者が任意に送信先を入力することができる。
　次に、請求項１１に記載の画像処理装置は、請求項１～請求項１０のいずれかに記載の
画像処理装置において、前記送信手段は、複数の送信方式で画像データを送信可能であり
、その送信方式に応じて、画像データの符号化、圧縮、または添付ファイル化を行うこと
を特徴とする。
【００３０】
　このような画像処理装置によれば、送信方式に合わせて、最適な形態に画像データを加
工することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　次に、本発明の実施形態について一例を挙げて説明する。
　［画像処理装置の構成］
　図１は、本発明の画像処理装置の一実施形態に相当するＭＦＰ（Multifunction Periph
eral）の構成と、当該ＭＦＰからの画像データ送信先となる機器の構成を示したブロック
図である。
【００３２】
　ＭＦＰ１は、スキャナ機能、プリンタ機能、コピー機能、ファクシミリ機能、電話機能
、ネットワーク通信機能などを備えた複合機で、制御部１１、スキャナ部１２、プリンタ
部１３、記憶部１４、ＬＡＮ用通信部１５、ＰＳＴＮ用通信部１６、操作部１７、表示部
１８などを備えている。
【００３３】
　これらの内、スキャナ部１２は、読取対象から光学的に画像を読み取り可能なイメージ
センサと、複数枚の原稿を１枚ずつ搬送可能なＡＤＦ（Auto Documennt Feeder）を備え
、ＡＤＦによって搬送される原稿からイメージセンサで画像を読み取ることにより、連続
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的に複数の画像を読み取り可能となっている。
【００３４】
　記憶部１４は、ハードディスク装置や大容量の不揮発性メモリ、およびＲＡＭによって
構成される。ハードディスク装置や大容量の不揮発性メモリは、比較的大きいサイズのデ
ータや、電力供給が遮断されたときにも消失させたくないデータを記憶する際に利用され
る。ＲＡＭは、スキャナ部１２によって読み取られた画像データ等のテンポラリデータを
記憶する際に利用される。
【００３５】
　ＬＡＮ用通信部１５は、ＬＡＮ（Local Area Network）２０に接続するための通信イン
ターフェース装置によって構成され、このＬＡＮ用通信部１５により、ＭＦＰ１は、ＬＡ
Ｎ（Local Area Network）２０を介して通信可能な他の機器（図１には、ＥＷＳ２１、フ
ァイルサーバ２２（例えば、ＣＩＦＳ（Common Internet File System）サーバなど）、
ＦＴＰサーバ２３、ＳＭＴＰサーバ２４、ＰＯＰサーバ２５を例示）とデータ通信可能と
なっている。また、本実施形態において、ＬＡＮ２０はゲートウェイ２６を介してインタ
ーネットなどのＷＡＮ（Wide Area Network）３０に接続されている。そのため、ＬＡＮ
用通信部１５を備えるＭＦＰ１は、ＷＡＮ３０を介して通信可能な他の機器（図１には、
ＰＯＰサーバ３１，３３を例示）ともデータ通信可能となっている。
【００３６】
　ＰＳＴＮ用通信部１６は、ＦＡＸモデムや音声ＣＯＤＥＣなど、ＰＳＴＮ（Public Swi
tched Telephone Networks）４０に接続する上で必要となる各種機器によって構成されて
いる。このＰＳＴＮ用通信部１６により、ＭＦＰ１は、ＰＳＴＮ４０を介して通信可能な
他の機器（図１には、ファクシミリ装置４１，４３を例示）と通話、ファクシミリ通信、
あるいはデータ通信などを実行可能となっている。
【００３７】
　［自動原稿振り分け送信機能の概要］
　次に、上記ＭＦＰ１において実行される具体的な処理の詳細を説明するのに先立って、
上記ＭＦＰ１が備える自動原稿振り分け送信機能の概要について説明する。
【００３８】
　このＭＦＰ１は、スキャナ部１２において複数枚の原稿から順に画像を読み取った際、
読み取られた複数の画像データそれぞれの特徴に基づいて、各画像データ毎に送信先を判
別し、判別した送信先へ各画像データを送信する機能（自動原稿振り分け送信機能）を備
えている。
【００３９】
　画像データの特徴としては、例えば、（１）会議、議事録、…といった特定の文字列が
含まれていること、（２）特定形状の表が含まれていること、（３）パターン認識によっ
て識別されるイメージ領域とテキスト領域の内、イメージ領域が含まれていること、（４
）特定の個人情報（住所、氏名、電話番号）を示す文字列が含まれていること、…等々、
複数通りの特徴が識別される。このような画像データの特徴は、周知のＯＣＲ（Optical 
Character Recognition）処理やパターン認識処理によって識別することができる。また
、これら複数通りの特徴は、２通り以上を組み合わせたもの（例えば、特定の文字列が含
まれ、且つ、特定形状の表が含まれていること）を画像データの特徴として扱うこともで
きる。
【００４０】
　また、各画像データの送信方式としては、様々な方式が利用できる。具体的には、（Ａ
）画像データをファイル化してファイルサーバやＦＴＰサーバへ転送する方式（ファイル
転送方式）、（Ｂ）画像データを電子メール化（電子メールの添付ファイルとして添付）
してＳＭＴＰサーバ経由でＰＯＰサーバ宛に送信する方式（電子メール方式）、（Ｃ）画
像データをファクシミリデータ化して、ファクシミリ機能を備えた機器宛に送信する方式
（ファクシミリ方式）、などを利用することができる。これらの各送信方式を利用して画
像データを送信する送信先については、送信方式毎に複数の送信先を設定しておくことが
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できる。
【００４１】
　どのような特徴を持つ画像データを、どのような送信先へ、どのような送信方式で送信
するのかは、ＭＦＰ１が備える管理テーブルに登録されて管理される。ここで、管理テー
ブルについて説明すると、管理テーブルは、ＭＦＰ１が備える記憶部１４に記憶されてい
るテーブルで、論理的なデータ構造は図２に示すような構造になっている。
【００４２】
　この管理テーブルの中には、複数組（図２では６組を例示）のレコードが登録されてい
る。また、１組のレコードは、いずれも「番号」、「タイプ」、「判別条件」、「送信先
」、「送信方式」、「送信データ」、「付加データ」、「データ切り出し」、および「切
り出し範囲」、以上９項目分のデータによって構成されている。
【００４３】
　これらの項目中、「番号」は各組に付与された連番であり、「タイプ」は各組による選
定対象がどのようなタイプの画像なのかを利用者が理解しやすくするため、利用者が任意
に付与した名称である。
【００４４】
　また、上記項目中、「判別条件」、「送信先」、「送信方式」、および「送信データ」
は、どのような特徴を持つ画像データを、どのような送信先へ、どのようなデータ形式で
、どのような送信方式を利用して送信するのかを判断するための項目である。
【００４５】
　すなわち、ＭＦＰ１は、後から詳述する処理の中で、この管理テーブルを参照し、管理
テーブル中の項目「判別条件」に基づいて、処理対象とすべき特徴を持つ画像データであ
るのか否かを判断する。そして、処理対象とすべき特徴を持つ画像データであった場合に
は、管理テーブル中の項目「送信先」、「送信方式」、および「送信データ」に基づいて
、どのような送信先へ、どのようなデータ形式で、どのような送信方式を利用して送信す
るのかを判断する。
【００４６】
　「判別条件」は、テキスト領域中に特定の文字列があること、イメージ領域があること
など、いくつかの基本的な条件が用意されており、これらの基本的な条件を利用者が任意
に１つ以上選択して「判別条件」とすることができる。また、任意に選択した１つ以上の
基本的な条件の中に、「特定の文字列」などの可変部分がある場合には、その可変部分に
ついても、任意の文字列を設定することができる。
【００４７】
　図２に示した例で言えば、「番号」＝“１”のレコード中にある「判別条件」は、基本
的な条件として「テキスト領域中に特定の文字列があること」が「判別条件」として選択
され、可変部分である「特定の文字列」としては、“会議”、“議事録”といった文字列
が利用者によって任意に設定されている。
【００４８】
　「送信先」も、具体的な文字列で指定され、例えば、特定のメールアドレスやネットワ
ークアドレス（ＩＰアドレスやＵＲＬなど）を表す文字列で送信先が指定される。
　「送信方式」は、上述の（Ａ）ファイル転送方式（本実施形態の場合は、（Ａ１）Ｓｃ
ａｎ－Ｔｏ－Ｆｉｌｅ，（Ａ２）Ｓｃａｎ－Ｔｏ－ＦＴＰの２種）、（Ｂ）電子メール方
式、（Ｃ）ファクシミリ方式などを指定する項目である。これらの送信方式は、あらかじ
め複数の送信方式が用意されているものであり、利用者が任意に１つの送信方式を選択す
ることで、選択された１つの送信方式がレコード毎に登録される。
【００４９】
　ちなみに、「送信方式」の内容として、図２においてはわかりやすく説明する都合上、
便宜的に“Ｓｃａｎ－Ｔｏ－Ｆｉｌｅ”等の記述をしてあるが、実際の管理テーブルには
、複数の送信方式の中のいずれが選ばれたのかを示す何らかのデータ（例えば、数ビット
のフラグなど）が格納されていればよい。「送信データ」は、「送信方式」に応じたデー
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タ形式を示す情報である。
【００５０】
　さらに、上記項目中、「付加データ」は、画像データの送信時に付加データを付加する
か否かを指定する項目である。この付加データは、送信方式によっても形態が変わるデー
タであるが、例えば、ファクシミリ送信時の場合であれば、付加データとしては、表紙（
カバーページ）のデータが送信され、これに引き続いて、元々の送信対象である画像デー
タが送信されることになる。
【００５１】
　電子メール送信時の場合であれば、付加データとしては、電子メールの本文などが送信
される。すなわち、付加データがない場合、本文のない電子メールに、元々の送信対象で
ある画像データが添付ファイルとして添付された形式で、電子メールが送信されるが、付
加データがある場合は、本文のある電子メールに、元々の送信対象である画像データが添
付ファイルとして添付された形式で、電子メールが送信されることになる。
【００５２】
　これらの付加データがある場合、各レコード中の「付加データ」には、改行を含む具体
的な文字列やイメージが用意される。
　また、上記項目中、「データ切り出し」は、読み取った画像データの一部だけを切り出
して送信する（「データ切り出し」＝“あり”）か、読み取った画像データ全体をそのま
ま送信する（「データ切り出し」＝“なし”）かを示す項目である。この「データ切り出
し」の内容も、実際の管理テーブル上では、“あり”／“なし”の２値を識別可能な何ら
かのデータが格納されていればよい。
【００５３】
　「データ切り出し」＝“あり”の場合、管理テーブル中の項目「切り出し範囲」には、
具体的な切り出し範囲の情報が格納される。例えば、図２に例示した管理テーブルの場合
、「データ切り出し」＝“あり”、「切り出し範囲」＝“イメージ領域”、となっている
ので、ＭＦＰ１は、パターン認識処理の際に区分されたテキスト領域およびイメージ領域
の内、イメージ領域の部分だけを切り出して、送信先への送信対象とする。
【００５４】
　この場合、「切り出し範囲」については、“イメージ領域”／“テキスト領域”の２値
を識別可能な何らかのデータが格納されていればよい。あるいは、画像データ中の所定の
位置を原点とする相対座標等で「切り出し範囲」を指定してあってもよい。
【００５５】
　なお、上記管理テーブルにおいて、「番号」＝“１”～“６”のいずれにも該当しない
画像データについては、「タイプ」＝“不明”として扱われる。この場合、画像データは
送信対象とならず、印刷または破棄されることになる。画像データを印刷するか破棄する
かは、利用者がいずれかを任意に切り替えて設定することができ、いずれが設定されたか
を示す情報は管理テーブルに登録される。
【００５６】
　以上説明したような管理テーブルには、利用者が事前に各項目に情報を任意に設定して
おくことができる。この設定は、表示部１８に表示される情報を見ながら、操作部１７で
の操作を行うことによって実施することができる。あるいは、ＭＦＰ１は、ウェブサーバ
としての機能を備えており、他の機器（例えば、ＥＷＳ２１）が備えるウェブブラウザを
利用して、ＭＦＰ１が提供する管理テーブル設定用のウェブページにアクセスすることに
より、ＥＷＳ２１での操作により、管理テーブルの内容を編集、更新することもできる。
【００５７】
　ＥＷＳ２１での設定を例に挙げて簡単に説明すると、ＥＷＳ２１が備えるウェブブラウ
ザで、ＭＦＰ１が提供する管理テーブル設定用のウェブページにアクセスした場合、ウェ
ブブラウザには、図３（ａ）に示すような、管理テーブル設定画面５１が表示される。
【００５８】
　この管理テーブル設定画面５１には、管理テーブル内にある１組分のレコードに対応す
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る入力項目が用意され、入力欄、プルダウンボックス、ラジオボタンなどを操作して、各
項目の選択操作や入力操作を行うことにより、管理テーブルの編集、更新を行うことがで
きる。
【００５９】
　管理テーブル設定画面５１内にある入力項目「判断条件」は、複数の条件を入力でき、
それら複数の条件をＡＮＤ条件とするか、ＯＲ条件とするかを入力することもできる。こ
のような複数の条件を入力することで、例えば、図２に示す「番号」＝“３”の「判別条
件」のように、形状と文字列といった２通りの判別条件について、ＡＮＤ条件が成立した
場合に、「タイプ」＝“帳票３”に該当する画像データであるとの判定が行われるように
なる。
【００６０】
　また、管理テーブル設定画面５１内には、さらに、いくつかの詳細な設定を行うために
詳細設定ボタンが用意されており、この詳細設定ボタンをポインティングデバイスでクリ
ックする操作（もしくは同等な機能が割り当てられたキーボード操作など）を行うことに
より、より詳細な設定を行うこともできる。
【００６１】
　例えば、管理テーブル設定画面５１内にある入力項目「送信方式」に対応する詳細設定
ボタンをクリックし操作すると、図３（ｂ）に示すような、送信方式詳細設定画面５３が
表示される。この送信方式詳細設定画面５３では、複数種ある送信方式毎に、画像データ
の解像度、画像データの圧縮タイプ、ファイル名…等々の項目についての設定を行うこと
ができる。
【００６２】
　［自動原稿振り分け送信処理］
　次に、上述した自動原稿振り分け送信機能を実現するために、ＭＦＰ１において実行さ
れる自動原稿振り分け送信処理について、図４～図７のフローチャートに基づいて説明す
る。
【００６３】
　この自動原稿振り分け送信処理は、利用者が複数枚の原稿をスキャナ部１２のＡＤＦに
セットして、自動原稿振り分け送信の実行を指示する入力操作を操作部１７において実施
した際に、ＭＦＰ１において実行される処理である。
【００６４】
　この処理を開始すると、ＭＦＰ１は、まず、スキャナ部１２において１ページ分の原稿
を読み取り（Ｓ１０５）、ＯＣＲ処理を実行する（Ｓ１１０）。この処理ステップＳ１１
０（以下、「処理ステップＳ１１０」のことを単に「Ｓ１１０」と表記、Ｓ１１０以外の
処理ステップについても同様）において、原稿から読み取られた画像データは、パターン
認識処理により、テキスト領域、イメージ領域、その他の領域などに区分され、さらに、
テキスト領域と認識された領域については、文字認識処理により、テキストデータ化が行
われる。
【００６５】
　そして、このＳ１１０が終了したら、続いて、ＭＦＰ１は、管理テーブルを参照し、該
当するタイプを判断する（Ｓ１１５）。具体的には、管理テーブル中にある複数組のレコ
ードから１組のレコードを選んで、そのレコード中の「判別条件」に該当する画像データ
であるか否かを判断する。
【００６６】
　例えば、「判別条件」として、特定の文字列（例えば、会議、議事録、…）が設定され
ている場合であれば、ＭＦＰ１は、文字認識処理によって得られたテキストデータ中に、
該当する文字列が含まれているか否かを判断する。
【００６７】
　また、例えば、「判別条件」として、「イメージ領域あり」が設定されている場合は、
パターン認識処理の際に区分された領域の中に、イメージ領域に該当する領域があったか
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否かを判断する。
【００６８】
　なお、これ以上の例示は省略するが、この他にも、周知のパターン認識処理や文字認識
処理で識別できるような条件は、任意に「判別条件」として採用できる。
　以上のような、「判別条件」に該当する画像データであるか否かの判断は、ある「判別
条件」に該当する画像データであるとの判定がなされるまで繰り返され、その繰り返しの
結果、管理テーブル中にある複数組のレコードすべてについて該当しない場合は、「タイ
プ」＝“不明”として扱われる。
【００６９】
　ちなみに、複数組のレコードに対応する判定を繰り返すに当たっては、レコード中の「
番号」の順序に従って各「判定条件」に基づく判定を行ってもよいし、レコード中の「番
号」とは別に用意された優先順位に従って各「判定条件」に基づく判定を行ってもよい。
【００７０】
　また、複数組のレコードすべてについて一通り判定を行った上で、２以上の「判定条件
」に該当する場合は、その中で優先順位の高い方を選んだり、どちらの「判定条件」を優
先させるかを利用者に選択させる（＝操作部１７での入力を促す）ようにしてもよい。
【００７１】
　以上のような処理が行われた結果、「判別条件」に該当する画像データであると判定さ
れた場合は、Ｓ１１５において、該当するタイプが判断されたことになり、その結果、そ
れのタイプに対応する「送信先」、「送信方式」、「送信データ」、「付加データ」、「
データ切り出し」、および「切り出し範囲」が決まることになる。
【００７２】
　そして、Ｓ１１５を終えたら、ＭＦＰ１は、送信先設定処理およびデータ形式変換処理
を実行する（Ｓ１２０）。このＳ１２０は、詳しくは図５に示すような処理となる。
　すなわち、この処理を開始すると、ＭＦＰ１は、まず、データタイプが不明か否かを判
断し（Ｓ２０５）、データタイプが判明している場合は（Ｓ２０５：ＮＯ）、利用者に確
認表示を行って入力待ちになる（Ｓ２１０）。
【００７３】
　このとき、表示部１８には、図８に示すような表示内容６１が表示される。ここで、利
用者は、表示部１８に表示された表示内容６１を確認し、操作部１７において続行、設定
変更、キャンセルのいずれかを指示することができる。
【００７４】
　いずれかを指示する操作がなされた場合、ＭＦＰ１は、続行が指示されたか否かを判断
する（Ｓ２１５）。ここで、続行が指示されていれば（Ｓ２１５：ＹＥＳ）、ＭＦＰ１は
、データ形式変換処理を実行する（Ｓ２２０）。このＳ２２０へ進んだ場合、表示部１８
には、図８に示すような表示内容６２が表示される。このＳ２２０は、詳しくは図６に示
すような処理になる。
【００７５】
　すなわち、この処理を開始すると、ＭＦＰ１は、まず、管理テーブルを参照して、切り
出し設定があるか否かを判断する（Ｓ３０５）。ここで、切り出し設定が無ければ（Ｓ３
０５：ＮＯ）、ＭＦＰ１は、読み取ったデータをそのまま送信対象のデータとする（Ｓ３
１０）。
【００７６】
　一方、Ｓ３０５において、切り出し設定があると判断した場合（Ｓ３０５：ＹＥＳ）、
管理テーブルにある「切り出し範囲」に基づいて、読み取ったデータの一部を切り出し、
送信対象のデータとする（Ｓ３１５）。
【００７７】
　具体的には、例えば、図２に例示した管理テーブルの場合、判定対象となる画像データ
が「番号」＝“４”、「タイプ」＝“写真”に該当する画像データであれば、Ｓ３０５で
は、管理テーブル中にある「データ切り出し」＝“あり”との情報に基づいて肯定判断が
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なされる。
【００７８】
　そして、Ｓ３１５では、管理テーブル中にある「切り出し範囲」＝“イメージ領域”と
の情報に基づいて、パターン認識処理の際に区分されたテキスト領域およびイメージ領域
の内、イメージ領域の部分だけが切り出されて、送信対象データとされる。
【００７９】
　こうしてＳ３１０またはＳ３１５を終えたら、続いて、ＭＦＰ１は、送信方式がＦＡＸ
か否かを判断する（Ｓ３２０）。例えば、図２に例示した管理テーブルの場合、判定対象
となる画像データが「番号」＝“２”、「タイプ」＝“帳票２”に該当する画像データで
あれば、Ｓ３２０では、管理テーブル中にある「送信方式」＝“ＦＡＸ”との情報に基づ
いて肯定判断がなされる。
【００８０】
　送信方式がＦＡＸであった場合（Ｓ３２０：ＹＥＳ）、送信対象のデータをＦＡＸ用符
号化方式（例えば、ＭＨ符号、ＭＲ符号など）で符号化する（Ｓ３２５）。そして、管理
テーブルにある該当する宛先用にデータを記憶する（Ｓ３３０）。
【００８１】
　例えば、図２に例示した管理テーブル中、「番号」＝“２”のレコードであれば、Ｓ３
３０では、このレコード中の「送信先」を参照し、該当する宛先（この場合、利用者が事
前に設定したＦＡＸ番号）用にデータを記憶する。
【００８２】
　なお、Ｓ３３０の段階では、まだ実際の送信は行わず、宛先別に用意された記憶領域に
データを格納するだけにとどめる。これは、複数の画像データが同一の宛先に送信される
場合に、それら複数の画像データを一括して宛先に送信できるようにするための措置であ
る。
【００８３】
　一方、Ｓ３２０において、送信方式がＦＡＸではなかった場合（Ｓ３２０：ＮＯ）、Ｍ
ＦＰ１は、送信方式が電子メールか否かを判断する（Ｓ３３５）。このＳ３３５では、管
理テーブル中にある「送信方式」＝“Ｓｃａｎ－Ｔｏ－Ｅｍａｉｌ”との情報に基づいて
肯定判断がなされる。
【００８４】
　送信方式が電子メールであった場合（Ｓ３３５：ＹＥＳ）、送信対象のデータをＪＰＥ
Ｇ圧縮して添付ファイル化し電子メールを作成する（Ｓ３４０）。すなわち、Ｓ３４０で
は、まず送信対象の画像データをＪＰＥＧ方式で圧縮することにより、データ量の削減を
図り、その上で、ＢＡＳＥ６４などの符号化方式により、電子メールの添付ファイルとし
て送信可能なデータ形式とする。
【００８５】
　そして、管理テーブルにある該当する宛先用にデータを記憶する（Ｓ３４５）。なお、
Ｓ３４５の段階では、Ｓ３３０同様の理由から、まだ実際の送信は行わず、宛先別に用意
された記憶領域に添付ファイル部分相当のデータを格納するだけにとどめる。
【００８６】
　一方、Ｓ３３５において、送信方式が電子メールではなかった場合（Ｓ３３５：ＮＯ）
、ＭＦＰ１は、送信方式が「ＦＴＰまたはファイル」か否かを判断する（Ｓ３５０）。こ
のＳ３５０では、管理テーブル中にある「送信方式」＝“Ｓｃａｎ－Ｔｏ－Ｆｉｌｅ”，
“Ｓｃａｎ－Ｔｏ－ＦＴＰ”との情報に基づいて肯定判断がなされる。
【００８７】
　送信方式が「ＦＴＰまたはファイル」であった場合（Ｓ３５０：ＹＥＳ）、送信対象の
データをＴＩＦＦ圧縮してファイル化する（Ｓ３５５）。すなわち、Ｓ３５５では、送信
対象の画像データをＴＩＦＦ方式で圧縮し、ファイルサーバ２２やＦＴＰサーバ２３へフ
ァイルとして送信可能なデータ形式とする。
【００８８】
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　そして、管理テーブルにある該当する宛先用にデータを記憶する（Ｓ３６０）。なお、
Ｓ３６０の段階でも、Ｓ３３０同様の理由から、まだ実際の送信は行わず、宛先別に用意
された記憶領域にデータを格納するだけにとどめる。
【００８９】
　なお、本実施形態において、図６では、電子メール方式で送信する場合にはＪＰＥＧ圧
縮、ファイル転送方式で送信する場合にはＴＩＦＦ圧縮とする例を示しているが、各送信
方式でどのような圧縮方式を用いるかは任意であり、図３（ｂ）に示したユーザインター
フェースを利用して、送信方式毎に圧縮タイプを任意に変更することができる。
【００９０】
　さて、以上説明したような処理において、Ｓ３３０、Ｓ３４５、Ｓ３６０のいずれかを
終えると、図６に示した処理全体を終了し、この場合、図５に示したＳ２２０を終了する
ことになる。
【００９１】
　一方、図５において、Ｓ２２０へ進むのは、Ｓ２１５で肯定判断がなされた場合であっ
たが、Ｓ２１５においては否定判断がなされる場合もある。すなわち、Ｓ２１５において
、利用者により続行が指示されていない場合もある（Ｓ２１５：ＮＯ）。この場合、ＭＦ
Ｐ１は、キャンセルが指示されたか否かを判断する（Ｓ２２５）。
【００９２】
　ここで、キャンセルが指示されていれば（Ｓ２２５：ＹＥＳ）、ＭＦＰ１は、キャンセ
ル表示を行う（Ｓ２３０）。これにより、表示部１８には、図８に示すような表示内容６
３が表示される。そして、Ｓ２３０を終えたら、画像データの破棄または印刷を行う（Ｓ
２３５）。Ｓ２３５において、画像データの破棄または印刷のいずれを行うかは、管理テ
ーブル内の設定に従う。
【００９３】
　さて一方、Ｓ２２５において、キャンセルが指示されていなければ（Ｓ２２５：ＮＯ）
、この場合は、設定変更が指示されたことを意味する。この場合、ＭＦＰ１は、まず、送
信方式が決定したか否かを判断する（Ｓ２４０）。このとき、表示部１８には、図８に示
すような表示内容６４が表示される。
【００９４】
　Ｓ２４０では、送信方式を決定する操作が行われたか否かを判断し、そのような操作が
行われていなければ（Ｓ２４０：ＮＯ）、キャンセルが指示されたか否かを判断し（Ｓ２
４５）、キャンセルが指示されいていなければ（Ｓ２４５：ＮＯ）、Ｓ２４０へと戻る。
これにより、送信方式を決定する操作またはキャンセルを指示する操作が行われるまで、
Ｓ２４０～Ｓ２４５が繰り返されることになる。
【００９５】
　なお、このＳ２４０～Ｓ２４５の繰り返しの中で、キャンセルが指示された場合は（Ｓ
２４５：ＮＯ）、既に説明したＳ２３０へと進む。その結果、キャンセル表示が行われ（
Ｓ２３０）、画像データの印刷または破棄（Ｓ２３５）が行われることになる。
【００９６】
　一方、Ｓ２４０～Ｓ２４５の繰り返しの中で、送信方式を決定する操作が行われた場合
は（Ｓ２４０：ＹＥＳ）、この時点で送信方式が確定する。すなわち、Ｓ１１５の処理に
おいて管理テーブルを参照して決められた送信方式とは異なる送信方式がＳ２４０の処理
で確定した場合は、送信方式がＳ２４０の処理で確定した送信方式に変更される。
【００９７】
　こうして送信方式が確定したら、続いて、ＭＦＰ１は、送信先が決定したか否かを判断
する（Ｓ２５０）。このとき、表示部１８には、図８に示すような表示内容６５が表示さ
れる。
【００９８】
　Ｓ２５０では、送信先を決定する操作が行われたか否かを判断し、そのような操作が行
われていなければ（Ｓ２５０：ＮＯ）、キャンセルが指示されたか否かを判断し（Ｓ２５
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５）、キャンセルが指示されいていなければ（Ｓ２５５：ＮＯ）、Ｓ２５０へと戻る。こ
れにより、送信先を決定する操作またはキャンセルを指示する操作が行われるまで、Ｓ２
５０～Ｓ２５５が繰り返されることになる。
【００９９】
　なお、このＳ２５０～Ｓ２５５の繰り返しの中で、キャンセルが指示された場合は（Ｓ
２５５：ＮＯ）、既に説明したＳ２３０へと進む。その結果、キャンセル表示が行われ（
Ｓ２３０）、画像データの印刷または破棄（Ｓ２３５）が行われることになる。
【０１００】
　一方、Ｓ２５０～Ｓ２５５の繰り返しの中で、送信先を決定する操作が行われた場合は
（Ｓ２５０：ＹＥＳ）、この時点で送信先が確定する。すなわち、Ｓ１１５の処理におい
て管理テーブルを参照して決められた送信先とは異なる送信先がＳ２５０の処理で確定し
た場合は、送信先がＳ２５０の処理で確定した送信先に変更される。
【０１０１】
　そして、送信先が確定したら、ＭＦＰ１は、データ形式変換処理を実行する（Ｓ２２０
）。なお、Ｓ２２０の詳細については既に説明したので、ここでの説明は省略する。
　以上説明したとおり、図５に示した処理において、ＭＦＰ１は、最終的には、Ｓ２２０
へと進んでデータ形式変換処理を実行するか、Ｓ２３５へと進んで画像データの印刷また
は破棄を実行し、図５に示した処理全体を終える。
【０１０２】
　この場合、図４に示したＳ１２０を終えたことになるので、ＭＦＰ１は、引き続いて、
全原稿読み取り完了か否かを判断する（Ｓ１２５）。ここで、上述のＳ１０５～Ｓ１２０
は、スキャナ部１２のＡＤＦによって搬送された１ページ分の原稿に対応する処理に相当
する。それ故、スキャナ部１２のＡＤＦにまだ未搬送の原稿が残っていれば、Ｓ１２５で
は、全原稿読み取り完了ではないとの判断がなされることになる（Ｓ１２５：ＮＯ）。
【０１０３】
　この場合、ＭＦＰ１は、Ｓ１０５へと戻り、これにより、全原稿読み取り完了ではない
との判断がなされる間は（Ｓ１２５：ＮＯ）、上述のＳ１０５～Ｓ１２０を繰り返すこと
になる。この繰り返し処理の中では、順に各１ページ分の原稿から画像データが読み取ら
れ、各画像データの特徴に基づいて、ＦＡＸデータ化、電子メール化、ファイル化などが
行われることになる。
【０１０４】
　そして、このような繰り返し処理が行われた結果、スキャナ部１２のＡＤＦから未搬送
の原稿が無くなれば、Ｓ１２５では、全原稿読み取り完了であるとの判断がなされること
になる（Ｓ１２５：ＹＥＳ）。この場合、ＭＦＰ１は、データ送信処理を実行する（Ｓ１
３０）。このＳ１３０は、詳しくは図７に示すような処理となる。
【０１０５】
　すなわち、この処理を開始すると、ＭＦＰ１は、まず、ＦＡＸデータがあるか否かを判
断する（Ｓ４０５）。ここで、ＦＡＸデータありとの判断がなされるのは、その前にＳ３
２５およびＳ３３０へと進んだことにより、ＦＡＸ送信用のデータが用意されている場合
である。
【０１０６】
　ＦＡＸデータありとの判断がなされた場合（Ｓ４０５：ＹＥＳ）、ＭＦＰ１は、宛先毎
に送信データをまとめる（Ｓ４１０）。すなわち、Ｓ３２５およびＳ３３０では、スキャ
ナ部１２での読み込み順にＦＡＸデータが作成され、該当する宛先用にデータを記憶して
いたが、この宛先に基づいて、Ｓ４１０では、同一宛先用のデータがまとめられることに
なる。
【０１０７】
　そして、ＭＦＰ１は、ＰＳＴＮ用通信部１６を利用して、宛先を設定し、関連する送信
データを送信する（Ｓ４１５）。より具体的には、宛先となっているＦＡＸ番号を設定し
て、そのＦＡＸ番号に対する発呼を行うことで宛先となる機器（例えば、ファクシミリ装
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置４１，４３など）との接続を確立し、Ｓ４１０でまとめられた送信データを一括して送
信し、その送信が完了したら宛先となる機器との接続を切断する。
【０１０８】
　こうしてＳ４１５を終えたら、ＭＦＰ１は、未送信の宛先があるか否かを判断し（Ｓ４
２０）、未送信の宛先がある場合は（Ｓ４２０：ＹＥＳ）、Ｓ４１５へと戻ることにより
、２番目以降の宛先に対するデータ送信を繰り返す。
【０１０９】
　そして、この繰り返し処理の結果、未送信の宛先が無くなった場合は（Ｓ４２０：ＮＯ
）、これにてＦＡＸデータの送信を完了してＳ４２５へと進む。また、Ｓ４０５において
、ＦＡＸデータなしとの判断がなされた場合も（Ｓ４０５：ＮＯ）、Ｓ４２５へと進む。
【０１１０】
　Ｓ４２５へと進んだ場合、ＭＦＰ１は、ＦＴＰまたはファイルデータがあるか否かを判
断する（Ｓ４２５）。ここで、ＦＴＰまたはファイルデータありとの判断がなされるのは
、その前にＳ３５５およびＳ３６０へと進んだことにより、ＦＴＰサーバまたはファイル
サーバ宛のデータが用意されている場合である。
【０１１１】
　ＦＴＰまたはファイルデータありとの判断がなされた場合（Ｓ４２５：ＹＥＳ）、ＭＦ
Ｐ１は、サーバ毎にファイルをまとめる（Ｓ４３０）。すなわち、Ｓ３５５およびＳ３６
０では、スキャナ部１２での読み込み順にファイルが作成され、該当する宛先用にファイ
ルを記憶しているので、この宛先に基づいて、Ｓ４３０では、同一サーバ宛のファイルが
まとめられることになる。
【０１１２】
　そして、ＭＦＰ１は、ＬＡＮ用通信部１５を利用して、サーバを設定し、関連するファ
イルをサーバへ転送する（Ｓ４３５）。より具体的には、宛先となっているサーバのタイ
プ（ファイルサーバ／ＦＴＰサーバ）に応じたプロトコルで、宛先となるサーバ（例えば
、ファイルサーバ２２、ＦＴＰサーバ２３など）との接続を確立し、Ｓ４３０でまとめら
れたファイルを一括して送信し、その送信が完了したら宛先となるサーバとの接続を切断
する。
【０１１３】
　こうしてＳ４３５を終えたら、ＭＦＰ１は、未転送のサーバがあるか否かを判断し（Ｓ
４４０）、未転送のサーバがある場合は（Ｓ４４０：ＹＥＳ）、Ｓ４３５へと戻ることに
より、２番目以降のサーバに対するデータ転送を繰り返す。
【０１１４】
　そして、この繰り返し処理の結果、未転送のサーバが無くなった場合は（Ｓ４４０：Ｎ
Ｏ）、これにてファイルの転送を完了してＳ４４５へと進む。また、Ｓ４２５において、
ＦＴＰまたはファイルデータなしとの判断がなされた場合も（Ｓ４２５：ＮＯ）、Ｓ４４
５へと進む。
【０１１５】
　Ｓ４４５へと進んだ場合、ＭＦＰ１は、電子メールデータがあるか否かを判断する（Ｓ
４４５）。ここで、電子メールデータありとの判断がなされるのは、その前にＳ３４０お
よびＳ３４５へと進んだことにより、電子メールの添付ファイル部分相当のデータが作成
されている場合である。
【０１１６】
　電子メールデータありとの判断がなされた場合（Ｓ４４５：ＹＥＳ）、ＭＦＰ１は、宛
先毎に添付ファイルをまとめる（Ｓ４５０）。すなわち、Ｓ３４０およびＳ３４５では、
スキャナ部１２での読み込み順に添付ファイル部分が作成され、該当する宛先用にデータ
を記憶していたが、この宛先に基づいて、Ｓ４５０では、同一宛先用のデータがまとめら
れることになる。
【０１１７】
　そして、ＭＦＰ１は、ＬＡＮ用通信部１５を利用して、宛先を設定し、関連する添付フ
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ァイルを電子メールに添付して送信する（Ｓ４５５）。より具体的には、宛先となってい
る電子メールアドレスを記述したヘッダ部分に対して、Ｓ４５０でまとめられた添付ファ
イル部分相当のデータを付加して電子メールデータを完成させ、ＳＭＴＰサーバ２４との
接続を確立し、ＳＭＴＰサーバ２４宛に電子メールを送信し、その送信が完了したらＳＭ
ＴＰサーバ２４との接続を切断する。なお、こうしてＳＭＴＰサーバ２４へと送信された
電子メールは、ＳＭＴＰサーバ２４からＰＯＰサーバ２５，３１，３３等へと転送される
ことになる。
【０１１８】
　こうしてＳ４５５を終えたら、ＭＦＰ１は、未送信の宛先があるか否かを判断し（Ｓ４
６０）、未送信の宛先がある場合は（Ｓ４６０：ＹＥＳ）、Ｓ４５５へと戻ることにより
、２番目以降の宛先に対する電子メール送信を繰り返す。
【０１１９】
　そして、この繰り返し処理の結果、未送信の宛先が無くなった場合は（Ｓ４６０：ＮＯ
）、これにて電子メールの送信を完了して図７に示した処理全体を終了する。また、Ｓ４
４５において、電子メールデータなしとの判断がなされた場合も（Ｓ４４５：ＮＯ）、図
７に示した処理を終了する。図７に示した処理を終了すると、図４に示したＳ１３０を終
了したことになるので、この場合、図４に示した自動原稿振り分け送信処理全体を終了す
ることになる。
【０１２０】
　［本実施形態の効果］
　以上説明した通り、上記ＭＦＰ１においては、スキャナ部１２で読み取った複数の画像
データの中から、Ｓ１１０～Ｓ１１５によって判別条件を満たす画像データが選ばれ、選
ばれた画像データが、Ｓ１２０およびＳ１３０によって判別条件に対応付けてあらかじめ
取り決めてある送信先へと送信される。
【０１２１】
　したがって、判別条件を満たす画像データと判別条件を満たさない画像データが複数の
画像データの中に混在していても、判別条件を満たさない画像データについては、その判
別条件に対応する送信先へは送信されず、判別条件を満たす画像データだけが、その判別
条件に対応する送信先へ送信されることになる。
【０１２２】
　したがって、このような画像処理装置によれば、複数の画像データ全部を同じ送信先へ
まとめて送信してしまう従来技術とは異なり、適切な判別条件を事前に設定しておくこと
で、所期の画像データだけを抜粋して、適切な送信先へ送信することができる。
【０１２３】
　また、判別条件を満たさない画像データは送信されないので、画像データの読み取りを
行う前、あるいは、画像データの送信を行う前に、送信対象としたくない画像を除去する
作業を利用者が実施しなくても済む。
【０１２４】
　さらに、図２に示したように、このＭＦＰ１においては、複数の判別条件それぞれに対
応付けてあらかじめ取り決めてある複数の送信先が用意され、その複数の送信先の中から
、満たすと判定された判別条件に対応付けられた送信先が選定され、その選定された送信
先へ、判定対象となった画像データが送信される。したがって、複数の判別条件それぞれ
を満たす画像データを複数の画像データの中から抜粋できるのはもちろんのこと、送信先
毎に異なる画像データを複数の画像データの中から抜粋して、各送信先へ送信することも
可能となる。
【０１２５】
　また、上記ＭＦＰ１によれば、Ｓ４１０～Ｓ４２０、Ｓ４３０～Ｓ４４０、Ｓ４５０～
Ｓ４６０によって、同一送信先と判定された２以上の画像データが一括して送信される。
したがって、複数の画像データそれぞれの送信先を判定する毎に、各画像データを送信す
る場合に比べ、個々の送信先に対する通信回数を削減することができる。
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【０１２６】
　また、上記ＭＦＰ１によれば、図３に示した通り、複数の条件＃１～＃ｎを判別条件と
して設定することができ、それら複数の条件＃１～＃ｎをＡＮＤ条件とするかＯＲ条件と
するかを設定することもできる。したがって、判別条件の違いに応じて、より適切な判定
を実施できる。
【０１２７】
　さらに、上記ＭＦＰ１によれば、Ｓ１１０およびＳ１１５によって、認識された画像デ
ータ中のパターンが、あらかじめ定められた種別の画像やあらかじめ定められた特定の文
字である場合に、判別条件を満たすと判断される。したがって、特定の種別と判断される
画像や特定の文字を含む画像データを、適切な送信先へ送信することができる。
【０１２８】
　また、上記ＭＦＰ１によれば、Ｓ３１５によって読み取られた画像データ全体の中から
、切り出し範囲に該当する部分が切り出され、この場合、Ｓ１３０では、切り出された画
像データの一部が送信先へ送信されることになる。
【０１２９】
　したがって、単に画像データ全体を送信するだけのものとは異なり、真に必要な一部分
だけを切り出して送信することができ、残りの不要な部分を送信先で削除するような手間
をかけなくても済む。また、不要な部分を送信しないことで、送信時の伝送効率を向上さ
せることもできる。
【０１３０】
　また、上記ＭＦＰ１によれば、設定に応じてＳ２３５の挙動が変わるが、その設定によ
っては、送信対象にならなかった画像データが存在する場合に、その画像データをプリン
タ部１３で印刷し、印刷物として残すことができる。したがって、この場合、そのような
画像データが存在したことを、送信完了後に容易に確認することができる。
【０１３１】
　あるいは、設定によっては、上記Ｓ２３５において、送信対象にならない画像データを
破棄することもできる。したがって、この場合は、そのような画像データが存在したこと
を第三者に知られたくない場合に、そのような情報をうっかり残してしまうことがなく、
利用者が意図的に情報を消す必要がある装置に比べ、機密情報などを容易に保護すること
ができる。
【０１３２】
　加えて、上記ＭＦＰ１によれば、利用者が送信先を変更したい場合には、Ｓ２１０以降
の処理により、任意に送信先の変更指示を与えることができる。また、画像データが判別
条件を満たさない場合には、Ｓ２６０以降の処理によって、利用者から任意に送信先の入
力を受け付けることもできる。
【０１３３】
　また、上記ＭＦＰ１によれば、Ｓ３２０～Ｓ３６０によって、様々な送信方式に合わせ
て、最適な形態に画像データを加工することができる。
　［変形例等］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の具体的な一実施形態に限
定されず、この他にも種々の形態で実施することができる。
【０１３４】
　例えば、上記実施形態においては、送信対象にならなかった画像データが存在する場合
に、Ｓ２３５において画像データを破棄または印刷する旨の説明をしたが、そのような画
像データを記憶部１４にファイルとして保存する構成を採用してもよい。
【０１３５】
　また、上記実施形態においては、送信先の具体例として、図１に例示したような様々な
機器を挙げたが、図１に図示した機器の種類や台数は単なる例示に過ぎず、より多くの機
器を送信先としたり、通信時のプロトコルとして他のプロトコルを利用する機器を送信先
としてもよいのはもちろんである。
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【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】ＭＦＰの構成と、当該ＭＦＰからの画像データ送信先となる機器の構成を示すブ
ロック図。
【図２】管理テーブルの説明図。
【図３】管理テーブル設定用のユーザインターフェースを示す説明図。
【図４】自動原稿振り分け送信処理のフローチャート。
【図５】送信先設定処理およびデータ形式変換処理のフローチャート。
【図６】データ形式変換処理のフローチャート。
【図７】データ送信処理のフローチャート。
【図８】送信先設定時の表示部の画面遷移を示す説明図。
【符号の説明】
【０１３７】
　１・・・ＭＦＰ、１１・・・制御部、１２・・・スキャナ部、１３・・・プリンタ部、
１４・・・記憶部、１５・・・ＬＡＮ用通信部、１６・・・ＰＳＴＮ用通信部、１７・・
・操作部、１８・・・表示部、２０・・・ＬＡＮ、２１・・・ＥＷＳ、２２・・・ファイ
ルサーバ、２３・・・ＦＴＰサーバ、２４・・・ＳＭＴＰサーバ、２５，３１，３３・・
・ＰＯＰサーバ、２６・・・ゲートウェイ、３０・・・ＷＡＮ、４０・・・ＰＳＴＮ、４
１，４３・・・ファクシミリ装置、５１・・・管理テーブル設定画面、５３・・・送信方
式詳細設定画面。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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